
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号。以下「鳥獣保護管理法」といいます。)
の規定に基づき、令和５年（2023 年）に狩猟免許を受けた人を対象に狩猟免許更新にかかる講習及び適性検査(以下「講
習等」といいます。)を次のとおり行います。(実施日程は裏面をごらんください。) 
 
１　更新の申請について 

高知県内に居住する人で現に有効な狩猟免許を有し、その有効期限が令和８年９月１４日をもって満了する場合に、
今年度の更新申請を行う必要があります。 

なお、有効期間の異なる複数の種類の狩猟免許をお持ちの人で、そのいずれかの有効期限が令和８年９月１４日を
もって満了する場合は、例外として他の狩猟免許も併せて更新申請をすることができます。 

また、統合失調症、そううつ病などの病気にかかっている人等、鳥獣保護管理法第４０条第２号から第４号までの
いずれかに該当する人には、狩猟免許の更新ができません。 

 
　　(参考)狩猟免許の種類 
　　　① 第一種銃猟免許(装薬銃を使用する猟法(空気銃を使用する猟法もできます)) 
　　　② 第二種銃猟免許(空気銃を使用する猟法) 
　　　③ わな猟免許(わなを使用する猟法) 
　　　④ 網猟免許(網を使用する猟法又は環境省令で定める猟法) 
 
２　申請手続 
　(１)申請書類等 

ア　申請書(各地区猟友会又は県中山間地域対策課鳥獣対策室（以下「県鳥獣対策室」）でお渡ししています。) 
所定の申請書に必要事項を記入し、以下の書類等を添付してください。 

イ　手数料 
申請一件ごとに２,９００円分の高知県収入証紙を申請書に貼付してください。 

ウ　写　真 
申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、縦３cm、横２.４cm のもの１枚。 
裏面に受講者の氏名と撮影年月日を記入してください。 

エ　医師の診断書(又は銃所持許可証の写し) 
統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)、てんかん病者又は麻薬等の中毒者、及び是非判断

能力又は行動制御能力の著しく低い者（鳥獣保護管理法第 40 条第２号から４号）でないことの医師の診断
書を添付してください。 

ただし、銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による所持許可を現に受けている場合は、
その許可証の写しを添付することで診断書の添付を省略できます。 

オ　受講票用のはがき 
日本郵便が発行する裏面が白紙の未使用の郵便はがきを１枚。表面に受講者の住所、氏名及び郵便番号

を記入してください。 
※消えるペンでの記入はご遠慮ください。熱で文字が消えてしまい、はがきが届かない場合があります。 

(２)申請方法 
上記の申請書類等を受講しようとする講習日の１２日前（必着）までに、猟友会に所属している人は各地区猟

友会を通じて、猟友会に所属していない人は直接、県鳥獣対策室へ提出してください。 
 
３　講習等の内容 

(１)講　　習　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法令、鳥獣の判別、猟具の取扱い等 
(２)適性検査　視力、聴力及び運動能力に関する検査 

 
４　その他 

(１)講習等の当日は、筆記用具及び受講票用のはがきを必ず持参してください。 
(２)適性検査において眼鏡や補聴器等が必要な人は持参してください。 
(３)講習等の終了はおおむね午後４時頃を予定しておりますが、受講者数等の状況により終了時刻は変動することが

あります。 
(４)駐車場の無い会場があります。また、駐車場のある会場でも、事情により駐車できない場合がありますのであらか

じめご承知ください。 
(５)新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用は任意となっておりますが、各自のご判断で適宜ご用意く

ださい。 
(６)当日発熱等体調が優れない場合は、日程を変更するなど、決して無理をして出席なさらないようお願いします。 
(７)天候等の状況により、更新手続日や会場の変更をお願いする場合があります。 
 

５　問合せ先 
◎高知県総合企画部中山間地域対策課 鳥獣対策室(電話 088-823-9042) 
◎ (一社)高知県猟友会(電話 088-856-6641) 

 

  

令和８年度　 狩 猟 免 許 更 新 案 内 
                                             　 

高知県総合企画部中山間地域対策課 鳥獣対策室 

〒780-8570　高知市丸ノ内1-2-20(本庁舎３階)　

電話 (088)823-9042   　FAX (088)823-9258　  

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/080000/080601/　



  

実施日時 

 

実施会場 

 

実施日時 

 

実施会場 

 
７月１０日（金） 

午後１時

本山町プラチナセンター 
（長岡郡本山町本山５６９－１）

８月　４日（火） 

午後１時

須崎市立市民文化会館 
（須崎市新町２－７－１５）

 
７月１４日（火） 

午後１時

黒潮町ふるさと総合センター 
（幡多郡黒潮町入野１７６－２）

８月１２日（水） 
午後１時

高知県立青少年センター 
（香南市野市町西野３０３－１）

 
７月１７日（金） 

午後１時

佐川町立桜座 
（高岡郡佐川町甲３４６－１）

８月１６日（日） 
午後１時

高知市春野文化ホール 
ピアステージ 
（高知市春野町西分３４０）

 
７月２２日（水） 

午後１時

窪川四万十会館 
（高岡郡四万十町香月が丘 8-102）

８月１８日（火） 
午後１時

いの町役場　いのホール 
（吾川郡いの町１７００－１）

 
７月２９日（水） 

午後１時

高知県立ふくし交流プラザ 

（高知市朝倉戊３７５－１）

８月２１日（金） 
午後１時

黒潮町ふるさと総合センター 
（幡多郡黒潮町入野１７６－２）

 
７月３１日（金） 

午後１時

田野町ふれあいセンター 

（安芸郡田野町１４５６－４２）

 


